
四日市市告示第１６９号 

 四日市市空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱を次のように定め

る。 

  令和８年３月３１日 

                    四日市市長  森  智 広 

 

四日市市空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱の一部を改正する要綱 

四日市市空き店舗等活用支援事業補助金交付要綱（平成２６年四日市市告示第１４０号）の

一部を次のように改正する。 

 

改正後 改正前 

  附 則   附 則 

（有効期限） （有効期限） 

２ この要綱は、令和１１年３月３１日

限り、その効力を失う。ただし、この要

綱の失効前に交付決定された事業につ

いては、なお従前の例による。 

２ この要綱は、令和８年３月３１日限

り、その効力を失う。ただし、この要綱

の失効前に交付決定された事業につい

ては、なお従前の例による。 

  

別表 

対象となる郊外住宅団地 

団地名 所在地 

高花平 高花平１～５丁目 

あさけ

が丘 
あさけが丘１～３丁目 

笹川 笹川１～９丁目 

坂部が

丘 
坂部が丘１～５丁目 

平津 平津新町 

生桑台 生桑町の一部（生桑台） 

北永台 広永町の一部（北永台） 

大沢台 山之一色町の一部（大沢台） 

松ケ丘 青葉町 

東垂坂 東垂坂町 

青葉台 松本四丁目 

小杉新 小杉新町 

別表 

対象となる郊外住宅団地 

団地名 所在地 

高花平 高花平１～５丁目 

あさけ

が丘 
あさけが丘１～３丁目 

笹川 笹川１～９丁目 

坂部が

丘 
坂部が丘１～５丁目 

平津 平津新町 

生桑台 生桑町の一部（生桑台） 

北永台 広永町の一部（北永台） 

大沢台 山之一色町の一部（大沢台） 

松ケ丘 青葉町 

東垂坂 東垂坂町 

青葉台 松本四丁目 

小杉新 小杉新町 



町 

桜台 桜台１～３丁目 

桜ケ丘 桜町の一部（桜ケ丘） 

三重 三重１～９丁目 

八千代

台 
八千代台１～３丁目 

大谷台 大谷台１～２丁目 

三滝台 三滝台１～４丁目 

美里ケ

丘 

生桑町の一部（生桑町美里が

丘）、尾平町の一部（尾平町美里

ケ丘） 

あがた

が丘 
あがたが丘１～３丁目 

かわし

ま園 

川島町西広、山神谷、犬吠の一

部（かわしま園） 

あかつ

き台 
あかつき台１～６丁目 

みゆき

が丘 
みゆきが丘１～２丁目 

波木が

丘 
波木が丘町 

けやき

台 
小生町 

高見台 高見台１～２丁目 

陽光台 浮橋１～２丁目、南松本町 

桜花台 桜花台１～２丁目 

桜新町 桜新町１～２丁目 

釆女が

丘 
釆女が丘１～５丁目 

 

町 

桜台 桜台１～３丁目 

桜ケ丘 桜町の一部（桜ケ丘） 

三重 三重１～９丁目 

大谷台 大谷台１～２丁目 

三滝台 三滝台１～４丁目 

美里ケ

丘 

生桑町の一部（生桑町美里が

丘）、尾平町の一部（尾平町美里

ケ丘） 

あがた

が丘 
あがたが丘１～３丁目 

かわし

ま園 

川島町西広、山神谷、犬吠の一

部（かわしま園） 

あかつ

き台 
あかつき台１～６丁目 

みゆき

が丘 
みゆきが丘１～２丁目 

波木が

丘 
波木が丘町 

けやき

台 
小生町 

高見台 高見台１～２丁目 

陽光台 浮橋１～２丁目、南松本町 

桜花台 桜花台１～２丁目 
 

  

 

附 則 

この要綱は、令和８年４月１日から施行する。ただし、附則第２項の改正は、令和８年

３月３１日から施行する。 

 


